
緊急風しん抗体検査等事業と既存の大人の風しん対策事業の対象者の選別について    資料 ４ 
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Ｑ1  緊急風しん抗体検査等事業の対象か 
（昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日の間に生まれた男性で、 

受診日と同じ年度に発行されたクーポンを持参したもの） 

Ｑ2 HI 抗体価 8 倍以下もしくは 
EIA 抗体価 6.0 未満か 

風しん第 5 期定期接種の対象です。 
クーポンを使用し接種ができます。 

※接種者自己負担なし 
（費用の請求は国保連に行う） 

Ｑ4 青梅市在住の 19 歳以上の者で 
以下のいずれかに該当するか 

① 妊娠を希望する女性 
② 妊婦の同居者 
③ ①の同居者 

青梅市風しん等予防接種事業の対象として抗体検査を 
実施できます（検査費用の請求は青梅市に行う） 

Ｑ5 HI 抗体価 16 倍以下もしくは 
EIA 抗体価 8.0 未満か 

青梅市風しん等予防接種事業の対象として予防接種を実施できます。 
※接種者から自己負担額を徴収して下さい。 

（公費負担分 5,000 円もしくは 3,000 円の請求は青梅市に行う） 

Ｑ3 HI 抗体価 8～16 倍以

下の間もしくは EIA 抗体価

6.0～8.0 未満の間で、上記Ｑ
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左記の対象でクーポンをお持

ちでない方には健康センター

をご案内ください 


